
   川崎市上下水道局退職職員の再就職に関する取扱要綱 

（平成２０年１０月３１日２０川水総総第１３４３号） 

 川崎市上下水道局における定年等により退職する者の再就職に関する取扱い

については、市長事務部局の例による。 

   附 則 

 この要綱は、平成２０年１１月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

 


